
の
弘
通
の
歴
史
に
関
心
を
抱
き
、
こ
の
方
面
か
ら
い
さ
さ
か
解
明
を
試
み
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
ブ
リ
ャ
l
ト
ラ
マ
教
界
の
長
パ
ン
デ
ィ
ダ

ー
ハ
ン
ボ
ラ
マ
回
目
丘

E
E
r
E口唱
o
r
-
z
z
の
成
立
過
程
に
焦
駄
を
あ

て
て
述
べ
て
み
た
い
。

ハ
ン
ボ
ラ
マ
初
代
と
目
さ
れ
る
ゲ
ン
ド
ゥ
ン
日
テ
ン
バ
ダ
ル
ギ
ェ
H

ザ
ャ

l
エ

フ
ロ

m
o
f
ι
E
rぇ
g
Z
E円
円
四
百
臼

N
ミ
白
・
三
国
は
、
一
七
一
一
年
、

セ
レ
ン
ガ
1
ブ
リ
ャ
l
ト
の
ツ
ォ
ン
ゴ
ル
氏
に
生
ま
れ
、
長
じ
て
チ
ベ
ッ
ト
へ

赴
き
、
レ
ボ
ン
寺
の
ゴ
マ
ン
皐
院
で
修
業
し
、
一
七
四

O
年
蹄
闘
し
た
。
翌

年
、
そ
の
手
に
よ
っ
て
ブ
リ
ャ
l
ト
最
古
と
稽
さ
れ
る
ツ
ォ
ン
ゴ
ル
廟
が
建
立

さ
れ
た
。
こ
の
年
に
は
、
後
に
ハ
ン
ボ
ラ
マ
の
常
住
所
と
さ
れ
た
グ
シ
l
エ
湖

廟
も
、
ハ
タ
ギ
ン
氏
の
ジ
ム
パ
H

ア
ガ
ル
ダ
エ
フ
旨

Er同
〉
『
白

E
巳
'
三
口
に

よ
っ
て
建
立
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
ザ
ャ
l
エ
フ
が
関
係
を
有
し
て
い

る
。
ザ
ャ

l
エ
フ
は
一
七
六
七
年
、
エ
カ
テ
リ

l
ナ
二
世
が
召
集
し
た
法
典
作

成
委
員
曾
に
出
席
し
て
、
デ
ィ
プ
タ
l
ト
l

ハ
ン
ボ
ロ

5
5色
目

r
r
g
B
の

稽
放
を
授
奥
さ
れ
、
後
一
七
七
七
年
入
寂
し
た
。
一
方
、
ジ
ム
バ
は
イ
ル
ク

l

ツ
ク
の
印
務
彪
か
ら
パ
ン
デ
ィ
ダ
貌
を
授
奥
さ
れ
た
が
、
ザ
ャ
l
エ
フ
の
死

後
、
そ
の
ハ
ン
ボ
践
を
縫
承
し
て
、
パ
ン
デ
ャ
ダ
i

ハ
ン
ボ
と
醐
抗
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
が
ぜ
ハ
ン
デ
ィ
ダ
l

ハ
ン
ボ
の
成
立
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
七
八

O

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
お
も
う
。

モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
封
外
文
書
に

つ
い
て海

老

津

哲

雄
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モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
封
外
文
書
に
闘
し
て
は
、
す
で
に
開
・
〈

oomo--ロ
の
研

究
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
二
四

0
年
代
か
ら
五

0
年
代
に
か
け
て
プ
ラ
ノ
H

カ

ル
ピ
ニ
な
ど
の
修
道
士
が
西
欧
に
も
た
ら
し
た
モ
ン
ゴ
ル
側
の
文
書
を
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
研
究
に
よ
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
側
の
文
書
に
は
、
モ
ン
ゴ

ル
帝
国
は
、
貫
際
に
は
未
完
成
で
あ
る
が
、
一
肺
の
命
に
よ
り
、
地
上
を
濁
占
的

に
支
配
す
る
園
家
で
あ
り
、
地
上
の
園
は
、
す
べ
て
そ
れ
に
服
属
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
論
理
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

本
報
告
で
は
、
先
ず
、
二
一
四

0
年
代
以
前
の
、
部
分
的
・
間
接
的
に
停
え

ら
れ
て
い
る
モ
ン
ゴ
ル
帝
闘
の
針
外
文
書
に
つ
い
て
考
察
し
、
右
の
〈
0
0
同
0

・

FH
の
所
設
を
補
強
し
た
い
。

次
に
、
二
一
四
八
年
、
ル
イ
九
世
に
届
け
ら
れ
た
文
書
を
と
り
上
げ
る
。
蛍

時
、
王
は
十
字
軍
遠
征
の
た
め
キ
プ
ロ
ス
に
滞
在
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
、
小
ア

ジ
ア
な
ど
の
統
治
を
委
任
さ
れ
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
部
将
エ
ル
チ
ギ
テ
ィ
の
使
節

と
稽
す
る
者
が
訪
れ
、
そ
の
部
将
の
書
簡
な
る
も
の
を
渡
し
た
。
そ
れ
は
、
懲

惣
を
極
め
た
、
キ
リ
ス
ト
教
色
の
濃
い
、
友
好
的
な
内
容
の
書
簡
で
あ
る
。
モ

ン
ゴ
ル
帝
闘
が
さ
き
の
よ
う
な
論
理
を
ふ
り
か
ざ
し
た
服
腐
要
求
の
文
書
を
諸

園
に
迭
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
の
と
き
に
限
り
、
友
好
的
な
内
容
の
も
の
が

迭
ら
れ
た
の
は
、
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
、

P

Hum---2
や
』
・

E
n
r阻
止
の
所
読
を
検
討
し
つ
つ
考
察
し
た
い
。

η

，. 
4
・

句

i

ウ
シ

ι

ル
・
ウ
シ
ュ

l
ル
・
ア

l
シ
ャ

l
ル

嶋

裏

卒

田

付
ピ
目
r
『
は
「
十
分
の
一
」
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
で
あ
る
が
、
イ
ス
ラ

ム
法
の
用
語
と
し
て
は
、
ム
ス
リ
ム
に
課
せ
ら
れ
た
救
貧
税
の
う
ち
土
地
所
有
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者
の
支
燐
う
生
産
物
の
十
分
の
一
ハ
こ
の
場
合
の
複
数
形
は
尺
阻
ま
円
)
お
よ

び
商
業
税
(
こ
の
場
合
の
複
数
形
は
ピ
与
口
「
)
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
商
業

税
の
課
税
率
は
ム
ス
リ
ム
商
人
が
四
十
分
の
て
ジ
ン
ミ

l
商
人
が
二
十
分
の

て
ハ
ル
ビ

l
商
人
が
十
分
の
つ

口
ウ
マ
ル
二
世
の
救
令
「
ウ
シ
ュ

l
ル
は
耕
地
の
所
有
者
以
外
か
ら
は
駿
止

す
ベ
し
」
。

国

ギ

ブ

の

読

(
h
ミ
と
門
司
-

E

・
5
8・司
-
H
M
)

。

伺

フ
ォ
ラ
ン
ド
の
設
「
ウ
シ
ュ

|
ル

は
常
に
ム
ス
リ
ム
ま
た
は
非
ム
ス
リ
ム

に
諜
せ
ら
れ
た
非
合
法
税
、
あ
る
い
は
ジ
ン
ミ

l
の
商
人
お
よ
び
職
人
に
課
せ

ら
れ
た
ジ
ズ
ヤ
を
意
味
す
る
。
赦
令
の
ウ
シ
ュ

l
ル
は
前
者
」

(
谷、

ar白
-

M
c
-
-
L
u
g
-
3・
5吋
1
1
1S

)

。

回
ウ
シ
ユ
|
ル
が
ア

l
シ
ャ

l
ル
と
同
じ
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
。

円

ア

ブ

l
・
ウ
パ
イ
ド
の
意
見
「
商
人
か
ら
十
分
の
一
を
徴
枚
す
る
の
は
、

ア
ラ
ブ
お
よ
び
ア
ジ
ャ
ム
の
諸
王
の
ジ
ャ

l
ヒ
リ

l
ヤ
の
ス
ン
ナ
。
イ
ス
ラ
ム

の
フ
ァ
リ
ー
ダ
は
四
十
分
の
一
で
、
こ
れ
以
上
の
率
を
徴
収
す
る
こ
と
が
非
合

法
」
(
同
ご
邑
ミ
与
さ
さ
見
・

ロ
2
・
5
8・
HmhH0
・
H
E
C
。

伺

フ

ァ

り

l
タ
と
合
致
し
な
い
停
承。

ωウ
シ
ュ

l
ル
は
ム
ス
リ
ム
に
な
く

ジ
ン
ミ
l
の
み
。

ωウ
マ
ル
一
世
は
ム
ス
リ
ム
か
ら
ウ
シ
ュ
ル
を
徴
収
せ
ず
。

ωウ
マ
ル
一
世
は
ジ
ャ

l
ヒ
リ

l
ヤ
の
制
度
に
従
い
ジ
ン
ミ
ー
か
ら
ウ
シ
ム
ル

を
徴
収
。
た
だ
し
ナ
パ
タ
イ
人
の
小
委
の
み
二
十
分
の
一

Q
F
注
・
ロ

2
・同町
ω
N
・

一丈山
ω由・

]5由。・
H
A
山由叶)
。

墓
誌
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
考
え

日

比

野

丈

夫

通
説
に
よ
れ
ば
、
墓
誌
は
貌
音
に
か
け
て
立
碑
の
禁
が
厳
重
に
な
っ
て
か

ら
、
小
型
の
碑
を
作
っ
て
墓
中
に
埋
め
た
の
が
も
と
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か

し
、
小
型
の
砕
を
埋
め
る
風
習
は
も
っ

と
早
く
後
漢
の
初
め
か
ら
行
わ
れ
た
の

で
は
な
い
か
。
前
漢
に
は
そ
の
風
習
が
な
く
、
地
上
に
は
木
の
墓
表
を
立
て
、

墓
中
に
は
必
要
が
あ
れ
ば
買
地
券
を
埋
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
闘
で
は
本
籍
を
@
重
し
、
い
か
に
遠
隔
の
地
で
死
ん
で
も
遺
骸
は
故
郷
の

祖
先
の
地
に
葬
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
の
事
情

で
不
可
能
と
な
り
一
時
的
に
他
郷
に
葬
っ

た
場
合
、
こ
の
事
情
を
記
し
て
墓
中

に
埋
め
た
の
が
墓
誌
の
始
ま
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
い

つ
か
機
曾
を
得
て
設
掘
し
改
葬
す
る
こ
と
を
抽
出
期
し
て
、
将
来
に
備
え
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
後
漢
末
か
ら
中
闘
は
動
飢
の
渦
中
に
お
ち
い
り
、
こ
と
に
四
世
紀

末
か
ら
お
こ
っ
た
胡
族
の
華
北
侵
入
、
引
き
抑
制
く
呂
田
の
南
波
は
ま
す
ま
す
そ
の

必
要
を
高
め
、
墓
誌
の
製
作
が
普
及
す
る
に
至
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

-148ー

元
代
郷
村
の
戸
等
制

移。

節

子

田

元
代
の
戸
等
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
に
固
有
の

税
椴
・
科
差
制
と
の
閥
係
で
考
察
さ
れ
て
き
た
。
中
図
的
闘
家
の
建
設
を
意
闘


